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高齢福祉課 
 

認知症疾患医療センターについて 

 

１ 認知症疾患医療センターとは 

  認知症疾患医療センターとは、認知症の鑑別診断、医療相談等の専門的医療を行うとと

もに、地域の保健医療関係者、地域包括支援センター等の福祉関係機関とのネットワーク

を構築し、地域連携拠点としての役割を担うもので、国の認知症施策推進総合戦略（新オ

レンジプラン）で位置づけられており、平成 20年度から都道府県ごとに計画的に整備を図
っていくこととされている。 

  県ではかながわ高齢者保健福祉計画において、二次保健医療圏ごとの設置を目指し、平

成 29年度までに 12か所の設置を目標としており、平成 29年 10月に 12か所目を設置し
た。 

 
【認知症疾患医療センターの主な事業内容】国要綱より抜粋 
 １ 専門的医療機能 
（１） 鑑別診断とそれに基づく初期対応 
（２） 周辺症状と身体合併症への急性期対応 
（３） 専門医療相談 
２ 地域連携拠点機能 
（１） 認知症疾患医療連携協議会の設置及び運営 
（２） 研修会の開催 

 
 

２ 設置状況 

  （設置主体は県と指定都市） 
区分 設置年月 設置箇所 二次保健医療圏域名 

県 

H22.1 東海大学医学部付属病院 湘南西部 

H24.1 国立病院機構久里浜医療センター 横須賀・三浦 

H26.7 曽我病院 県西  

H29.６ 湘南東部総合病院 湘南東部 

H29.10 厚木佐藤病院 県央 

横浜市 

H25.1 横浜市立大学附属病院 横浜南部 

H26.1 横浜舞岡病院 横浜西部 

H27.2 済生会横浜市東部病院 

横浜北部 H27.2 横浜市総合保健医療センター診療

所 

川崎市 
H24.12 聖マリアンナ医科大学病院 川崎北部 

H24.12 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎南部 

相模原市 H24.4 北里大学東病院 相模原 
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